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平成26年度 定期監査(中期・後期)（26監査第149号）分

当初措置状況
（平成27年度）

平成28年度の措置状況 担当課

第５　意見
(6)旅費について
（報告書11ページ）

　旅費については、長野市職員等の旅費支給条例及び旅費の手引に基づ
き執行されているが、旅費に係る支出事務については、今回の定期監査で
は５件、また、例月現金出納検査における書類検査においても指摘をしてお
り、不備が散見される事務処理となっている。その指摘内容は、旅費計算、
旅行経路、支出事務、精算事務と多岐にわたり、結果として過不足等の誤り
につながっているものである。
　この問題解決には、職員の理解と組織としての正確な事務遂行体制が必
要である一方で、手引等が合併による市域の拡大や交通網の変化による状
況に的確に対応しているか検証する必要がある。特に、今回の定期監査で
指摘した、旅費支給上の出発点及び帰着点については、現状との乖離が顕
著と考えられる事例である。
　今日、市政に求められているのは、より効率的かつ効果的な事業運営であ
り、そのための手段たる旅行については、合理性・経済性の観点のみなら
ず、旅費事務における簡素・明確化も求められることから、旅費の手引の工
夫・改善について検討されたい。

　旅費は、旅行中に必要な交通費等に充てるた
めに支給する経費であり、本来実費弁償が原
則であるが、事務の煩雑化を防ぐため、「国家
公務員等の旅費に関する法律」に準じて、標準
的な額を設定し、それらを基礎として計算され
た額を概算で支給している。
　合併後の状況、交通網の整備状況等を踏ま
えた正確かつ効率的な事務処理を図るため、
移動経路に基いた実費支給の導入を含め、簡
素な旅費計算方法について検討を進める。
　また、「旅費の手引き」についても、旅費計算
方法の検討と併せて、改善を進める。

　旅費支給上の出発点及び帰着点について
は、国家公務員及び他市の状況を踏まえ整理
を行った。
　また、交通網の整備状況等を踏まえた検証を
進め、職員等が鉄道旅行をする場合における
急行料金等の支給要件を見直した。
　正確かつ効率的な事務処理を図るため、今後
も簡素な旅費計算方法について検討を進める
とともに、「旅費の手引き」についても、改善する
こととした。

職員課

過去の監査結果に対する措置の通知書

指摘事項


